
  須坂市立旭ケ丘小学校 学校だより 

花は咲く 

       精一杯 自分の花を 咲かせよう 
         令和８年 ４月 30 日（木） 

 

 

「花は咲く」はホームページにも掲載します 

４月６日（月）、34 名の新入生を迎え、30 日は６年生児童会企画による１年生迎える会がありま

した。この１か月はどの学年の児童もやる気に満ちた笑顔になっているように見えます。それぞれ

の色をした花が咲き、どんな実をつけるか楽しみです。本年も引き続きよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 ★入学式 

1 年生の入学式をお祝いしてくれるかのように桜が満

開にさき、34人の児童が入学式を迎えることができまし

た。 

  ★学校の給食 

  

4 月 14 日（火）から給食がスタートしました。自分たちで運ん

で準備して、「いただきます」の掛け声で始まりました。座席につ

いて上手に食べている様子でした。 

 全部食べてからおかわりをしている姿もあり、元気いっぱいの 1

年生です。 

 

 

 

★避難訓練 

４月 9日（水）に理科室から

出火をした想定で、避難訓練をし

ました。新年度がスタートして教

室が変わったこともあり、どの学

年も避難経路を確認した上で、実

際に避難しました。 

 
重要   

「学校の活動中に震度 5弱以上の地震が発生した場合、「連絡がなくても（交通手段が遮

断された場合でも）、児童生徒を留め置き、原則として、保護者に直接引き渡す」」と、

須坂市内全小中学校の申し合わせ事項となっています。 

   

須坂市立旭ケ丘小学校 

入学式・一年生を迎える会 



 

 

 

5 月 9日・10日は、学校ロータリにあるコンテナに各地区か

ら新聞・段ボール・アルミ缶等を資源として回収させていただき

ます。提供いただく収益は、本校の教育活動（特にスキー教室の

補助）や PTA活動の費用の一部として大切に使わせていただきま

す。是非、ご家庭の資源を学校へお持ちください。 

   

 

   

 

学習用タブレット(ipad)について 
・学習用 ICT 端末（タブレット、iPad）は市教育委員会からご家庭へ貸し出しています。 
・機器の破損や亡失があった場合にはすぐにご連絡をお願いします。 
・ICT 端末は学習で使用するためのツールです。先日お配りした使用のルールを参考に、家で
の使用についてお子さんと確認をしてください。 

携帯電話について 
 須坂市では、学習に不要であることから、学校へ携帯電話を持参することがは原則として禁止
となっております。 

「tetoru」を活用いただきありがとうございました。 

運動会等の行事順延等の連絡や学年閉鎖等の連絡に使用します。ご理解

とご協力をお願いします。 

携帯電話の買い換えや契約変更等で連絡が届かないケースがあります。 

個人宛に通知いたしました QRコードにより再設定をお願いいたします。また、1年

生のご家庭は、昨年度のものは無効となり、未登録のご家庭があります。4月 6日配

布したQRコードを登録してください。5月 2日以降は登録用紙の期限が切れます。 

その場合は、再発行しますので学校へご連絡ください。 

欠席や遅刻について 
①「tetoru」にご入力ください。（朝、８時
１０分以降は電話でご連絡ください。） 

②新型コロナウイルス感染症やインフルエン
ザ等、感染症の場合は、学校へ電話でご一
報ください。 

③ご家庭からの欠席等の連絡がない場合は、
学校から問い合わせをいたします。 

 

学校からの緊急連絡について 
「tetoru」を通して連絡をします。学校だ 
よりや学級通信等は、今まで通りお子さんを 
通して配布します。 

保護者からの、夜間や休日の緊急連絡

について 
平日の夜間や登校日ではない日は留守番電話
対応となります。 

※緊急の場合は、 
須坂市（026-245-1400）へご連絡いただく
と、学校へ伝達されます。 

学校からの連絡とお願い 

セルフ式資源回収、ご協力をお願いします 



 

 

 

 

（１）スクールカウンセラーによる相談 
○スクールカウンセラー 吉江 志濃 先生 
本校の他、相森中学校・森上小学校・豊洲小学校を担  
当されています。 

  ○相談内容：子育て、子どもの性格、家庭での悩み、学   
校の人間関係等々（先生・友人関係等） 

○対象者：本校の児童生徒・保護者 
○予約窓口：養護教諭・教頭・担任等 

  ※ 相談内容は予約の際に、伝えていただく必要はありま 
せん。 

○予約日：別途通知の通りですが、相森中学校の予定の日  
であれば調整いただける場合もあります。 

（２）セクハラ・パワハラ相談窓口 
  ○相談担当者：教頭 養護教諭 教務主任 （窓口は広く   

設置しています。） 

（３）発達に関する相談窓口 
  ○相談担当者：特別支援コーディネーター(教頭・勇組担任・明組担任・学級担任) 

学習に困難さがあることや、集団の中で行動することに違和感があるなど、成長の過程で不安
がある等々 
 

★(1)～(3)予約方法 
原則電話や連絡帳等で日程を調整します。緊急の場合は、この限りではありません。 

相談窓口をお気軽にご活用ください。 


